
平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

七

四

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
七
四
号

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
本
海
で
拿
捕
さ
れ
た
漁
船
の
解
放
に
向
け
た
政
府
の
取
組
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
本
海
で
拿
捕
さ
れ
た
漁
船
の
解
放
に
向
け
た
政
府
の
取
組
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日
日
本
時
間
午
後
九
時
過
ぎ
に
、
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
の
連
絡
を
受
け
、
そ

の
後
速
や
か
に
外
務
大
臣
等
に
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
在
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
日
本
国
総
領
事
館
等
を
通
じ
て
、
ロ
シ
ア
側

に
対
し
て
、
事
実
関
係
の
確
認
並
び
に
国
際
法
上
の
義
務
及
び
人
道
的
観
点
か
ら
、
船
長
を
含
む
乗
組
員
及
び
船
体
の
早
期

解
放
に
つ
い
て
申
入
れ
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
、
同
日
、
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
庁
国
境
警
備
局
の
警
備
艇
が
ロ
シ
ア
連
邦
の
排
他
的
経
済

水
域
内
に
お
い
て
御
指
摘
の
日
本
漁
船
を
発
見
し
、
同
漁
船
が
操
業
を
行
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
た
め
、
臨
検
し
た

と
こ
ろ
、
船
内
か
ら
十
ト
ン
の
カ
ニ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
内
に
お
け
る
不
法
操
業

の
疑
い
に
よ
り
同
漁
船
を
だ
捕
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
在
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
日
本
国
総
領
事
館
の
館
員
が
御
指
摘
の
日
本
漁
船
の
乗
組
員
と
面
会
し
、
乗
組
員
全
員
の
健

康
状
態
等
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

一



外
務
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
必
要
な
申
入
れ
等
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
「
拿
捕
事
件
」
と
類
似
し
た
、
我
が
国
の
漁
船
が
ロ
シ
ア
国
境
警
備
局
等
ロ
シ
ア
当
局
に
拿
捕
さ
れ
る
事
件

」
が
い
か
な
る
も
の
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

十
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
平
成
十
五
年
一
月
に
採
択
さ
れ
た
日
露
行
動
計
画
に
基
づ
き
、
幅
広
い
分
野
で
我
が
国
と
ロ
シ
ア
連

邦
と
の
間
の
関
係
の
進
展
に
努
め
て
き
て
い
る
。

二


